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(57)【要約】
【課題】交換作業性を向上することのできるフィルター
プレートおよびこれを用いた除塵除去装置を提供する。
【解決手段】スクリーン１０から、例えば１枚のフィル
タープレート１１を交換する場合には、そのフィルター
プレート１１を第２連結部１１ｂに貫通されている連結
軸１２を中心にβ方向に回転させて、第１連結部１１ａ
に貫通されている連結軸１２から第１連結溝１１ｊを通
して外す。次に、フィルタープレート１１をγ方向に引
張って、第２連結部１１ｂに貫通されている連結軸１２
から第２連結溝１１ｋを通して引き抜く。新しいフィル
タープレート１１を連結する場合には、これらの動作と
逆の動作を行う。これにより、フィルタープレート１１
の交換を簡単に行うことができる。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１連結部と、第２連結部と、前記第１連結部および前記第２連結部を連結する第１ア
ームと、前記第１連結部から前記第１アームと反対側に延設された第２アームとを有し、
前記第２アームに塵芥を掬い上げかつ保持する塵芥掬い上げ保持部を有するフィルタープ
レートにおいて、
　前記第１連結部に第１の連結軸が貫通可能である第１連結溝が設けられているとともに
、前記第２連結部に第２の連結軸が貫通可能な第２連結溝が設けられており、
　前記第１連結溝は前記塵芥掬い上げ保持部と反対側に開放されているとともに、前記第
２連結溝は、前記第１連結溝の中心と前記第２連結溝の中心とを結ぶ直線に対して０°以
上９０°以下の角度をなす方向でかつ前記第１連結溝の開放側と異なる側に開放されてい
ることを特徴とするフィルタープレート。
【請求項２】
　前記第１連結溝は第１の連結軸が貫通可能な第１の円弧状溝と、前記第１の円弧状溝を
外方に開放する第１の開放溝とからなり、
　前記第２連結溝は第２の連結軸が貫通可能な第２の円弧状溝と、前記第２の円弧状溝を
外方に開放する第２の開放溝とからなることを特徴とする請求項１に記載のフィルタープ
レート。
【請求項３】
　前記第１の開放溝は前記第２の円弧状溝の中心と同心円の円弧状に形成されており、前
記第２の開放溝は外方に向かって拡開する台形状に形成されていることを特徴とする請求
項２に記載のフィルタープレート。
【請求項４】
　前記第１の円弧状溝と前記第１の開放溝との境界部に、前記第１の連結軸からフィルタ
ープレートが脱落するのを防止する第１の脱落防止部が設けられているとともに、前記第
２の円弧状溝と前記第２の開放溝との境界部に、前記第２の連結軸からフィルタープレー
トが脱落するのを防止する第２の脱落防止部が設けられていることを特徴とする請求項２
または３に記載のフィルタープレート。
【請求項５】
　複数のフィルタープレートを所定幅にかつ無端状に連結されて形成されたフィルタープ
レート群からスクリーンを少なくとも備え、前記スクリーンによって塵芥を掬い上げかつ
保持しながら搬送する塵芥除去装置において、
　前記複数のフィルタープレートは、請求項１ないし４のいずれか１に記載のフィルター
プレートであることを特徴とする塵芥除去装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体上に存在する浮遊物や流体中に存在する異物等の塵芥を捕獲して流体中
から除去するとともに搬送するフィルタープレートおよびこれを用いた塵芥除去装置の技
術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、流体上の浮遊物や流体中の異物等の塵芥を連続的に捕獲して流体中から除去する
とともに、搬送する塵芥除去装置が種々知られている。このような塵芥除去装置において
、流体とともに流れてくる塵芥を捕獲して流体から掬い上げる略平板状樹脂製のフィルタ
ープレートを複数枚千鳥状にかつ相対回転可能に連結して無端状に形成するとともに、無
端状に連結された複数枚のフィルタープレートを、このフィルタープレートの塵芥を掬い
上げ方向と直交する方向に複数組み配設したフィルタープレート群を有する塵芥除去装置
が知られている（例えば、特許文献１および２参照）。
【０００３】
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　図１１は、特許文献１および２に示す従来の塵芥除去装置に用いられているフィルター
プレートを示す図である。図中、ａはフィルタープレート、ｂは第１連結部、ｃは円形の
第１連結孔、ｄは第２連結部、ｅは円形の第２連結孔、ｆは第１連結部ｂと第２連結部ｄ
とを連結する第１アーム、ｇは第１連結部ｂから第２連結部ｄと反対側に延設された第２
アームである。
【０００４】
　第１連結部ｂと第１アームｆとの境界部には、第１連結部ｂの表面が第１アームｆの表
面より高い段差からなる第１ガイド面ｈが形成されている。この第１ガイド面ｈは、第２
連結孔ｅの中心と同心円の円弧に形成されている。また、同じ境界部には、一対のガイド
部ｉ,ｊが設けられている。これらのガイド部ｉ,ｊにも、それらの表面が第１連結部ｂの
表面の表面より高い段差からなる第２および第３ガイド面ｋ,ｍが形成されている。第１
および第２連結部ｂ,ｄ、第１ないし第３ガイド面ｈ,ｋ,ｍは、フィルタープレートａの
反対側面（図１１の裏面）にも、フィルタープレートａの厚みの中心に関して対称に設け
られている。
【０００５】
　第２アームｇは略扇状に形成されており、この扇の要は第１連結孔ｃの中心と略同心に
設定されている。そして、第２アームｇの外周縁ｇ1は、第１連結孔ｃの中心と同心円の
円弧に形成されている。また、第２アームｇはＬ字状の大きな切り欠きが形成されており
、Ｌ字状の長手方向直線状の上縁ｇ2は、流体とともに流れてくる塵芥を保持する保持部
とされているとともに、Ｌ字状の長手方向と直交する方向の円弧状の縦縁ｇ3は、流体と
ともに流れてくる塵芥を掬い上げて上縁ｇ2に保持させる掬い上げ部とされている。
【０００６】
　このように構成されたフィルタープレートａは、前述のように連結ピンで無端状に連結
されかつ掬い上げ方向と直交する方向に複数組み配設される。このとき、第１のフィルタ
ープレートａとこれに隣接する第２のフィルタープレートａとを連結する際には、第１の
フィルタープレートａの上側に第２のフィルタープレートａを配置するとともに、第１の
フィルタープレートａの第２連結孔ｅに第２のフィルタープレートａの第１連結孔ｃを整
合させる。これにより、第１のフィルタープレートａの第１ガイド面ｈに第２のフィルタ
ープレートａの第２アームｇの外周縁ｇ1がガイドされるとともに、第１のフィルタープ
レートａの第２連結部ｄの円弧状外周縁ｄ1（第２連結孔ｅの中心と同心円の円弧）が第
１のフィルタープレートａの第２および第３ガイド面ｋ,ｍにガイドされるようになる。
【０００７】
　更に、第２のフィルタープレートａの下側に第３のフィルタープレートａを配置すると
ともに、同様にして第２のフィルタープレートａの第２連結孔ｅに第３のフィルタープレ
ートａの第１連結孔ｃを整合させる。こうして、搬送方向にフィルタープレートａが千鳥
状に連結される。更に、このように連結されたフィルタープレートａの組みが複数組み搬
送方向と直交する方向に配設される。そして、搬送方向と直交する方向に配設され複数組
みのフィルタープレートａの整合された各連結孔に連結ピンを貫通して、複数組みのフィ
ルタープレートａが保持される。そして、これらのフィルタープレートａの組みにおいて
各フィルタープレートａの一部が流体中に浸漬された状態で回転させることで、流体とと
もに流れてくる塵芥がフィルタープレートａで連続的に流体から掬い上げられて所定の個
所に搬送されて排出される。これにより、塵芥が流体から除去される。
【特許文献１】特許第４０４１２８５号公報。
【特許文献２】実公平４－５２２６７号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、前述の塵芥除去装置は流体とともに流れてくる塵芥を掬い上げかつ搬送する
ため、比較的過酷な条件で使用される。したがって、流体とともに流れて来た浮遊物や異
物が第２アームｇの縦縁ｇ3に衝突することで、第２アームｇの縦縁ｇ3部分が折れて破損
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したりすることが生じる。このため、破損したフィルタープレートａを交換する必要があ
る。
【０００９】
　しかしながら、前述の図１１に示す従来のフィルタープレートａは円形の第１および第
２連結孔ｃ,ｅにそれぞれ連結ピンを貫通することで、掬い上げ方向に隣接するフィルタ
ープレートａどうしを連結するとともに、掬い上げ方向と直交する方向に配設されたフィ
ルタープレートａの複数組みを保持している。
【００１０】
　そこで、破損した１枚のフィルタープレートａを交換するためには、２本の連結ピンを
一々外して、破損した１枚のフィルタープレートａを取り除く。そして、新しいフィルタ
ープレートａをセットする。このとき、２本の連結ピンを再びこれらの連結ピンによって
連結されあるいは保持されていた他の複数枚のフィルタープレートａおよびこの新しいフ
ィルタープレートａの２個所の各連結孔を整合させた状態で連結ピンを貫通させなければ
ならない。このため、フィルタープレートａの交換作業が煩雑となるばかりでなく、交換
作業に多大な時間を要してしまい、フィルタープレートａの交換作業の作業性が悪いもの
となっている。特に、塵芥除去装置は大型でありかつ池や川等の作業場として比較的不安
定な場所に設置されており、フィルタープレートａの交換作業がより一層困難になってい
る。
【００１１】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、交換作業性を向
上することのできるフィルタープレートおよびこれを用いた除塵除去装置を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前述の課題を解決するために、本発明のフィルタープレートは、第１連結部と、第２連
結部と、前記第１連結部および前記第２連結部を連結する第１アームと、前記第１連結部
から前記第１アームと反対側に延設された第２アームとを有し、前記第２アームに塵芥を
掬い上げかつ保持する塵芥掬い上げ保持部を有するフィルタープレートにおいて、前記第
１連結部に第１の連結軸が貫通可能である第１連結溝が設けられているとともに、前記第
２連結部に第２の連結軸が貫通可能な第２連結溝が設けられており、前記第１連結溝が前
記塵芥掬い上げ保持部と反対側に開放されているとともに、前記第２連結溝が、前記第１
連結溝の中心と前記第２連結溝の中心とを結ぶ直線に対して０°以上９０°以下の角度を
なす方向でかつ前記第１連結溝の開放側と異なる側に開放されていることを特徴としてい
る。
【００１３】
　また、本発明のフィルタープレートは、前記第１連結溝が第１の連結軸が貫通可能な第
１の円弧状溝と、前記第１の円弧状溝を外方に開放する第１の開放溝とからなり、前記第
２連結溝が第２の連結軸が貫通可能な第２の円弧状溝と、前記第２の円弧状溝を外方に開
放する第２の開放溝とからなることを特徴としている。
【００１４】
　更に、本発明のフィルタープレートは、前記第１の開放溝が前記第２の円弧状溝の中心
と同心円の円弧状に形成されており、前記第２の開放溝は外方に向かって拡開する台形状
に形成されていることを特徴としている。
【００１５】
　更に、本発明のフィルタープレートは、前記第１の円弧状溝と前記第１の開放溝との境
界部に、前記第１の連結軸からフィルタープレートが脱落するのを防止する第１の脱落防
止部が設けられているとともに、前記第２の円弧状溝と前記第２の開放溝との境界部に、
前記第２の連結軸からフィルタープレートが脱落するのを防止する第２の脱落防止部が設
けられていることを特徴としている。
【００１６】
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　更に、本発明の塵芥除去装置は、複数のフィルタープレートを所定幅にかつ無端状に連
結されて形成されたフィルタープレート群からなるスクリーンを少なくとも備え、前記ス
クリーンによって塵芥を掬い上げかつ保持しながら搬送する塵芥除去装置において、前記
複数のフィルタープレートが、前述の本発明のフィルタープレートのいずれかであること
を特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　このように構成された本発明に係るフィルタープレートによれば、第１連結部に設けら
れた第１連結溝が塵芥掬い上げ保持部と反対側に開放されるとともに、第２連結部に設け
られた第２連結溝が、第１連結溝の中心と第２連結溝の中心とを結ぶ直線に対して０°以
上９０°以下の角度をなす方向でかつ第１連結溝の開放側と異なる側に開放される。した
がって、このフィルタープレートを複数連結して無端状のフィルタープレート群からなる
スクリーンを構成した場合において、いくつかのフィルタープレートが破損したときに、
２つの第１および第２の連結軸を、これらの連結軸で連結されているフィルタープレート
群の各フィルタープレートから一々取り外すことなく、フィルタープレートを簡単に交換
することができるようになる。特に、従来のように２つの連結軸に連結された他のフィル
タープレートに影響を与えることがないので、破損したフィルタープレートをより一層簡
単に交換することができる。
【００１８】
　また、第１連結溝を、第１の連結軸が貫通可能な第１の円弧状溝と第１の円弧状溝を外
方に開放する第１の開放溝とから構成するとともに、第２連結溝を、第２の連結軸が貫通
可能な第２の円弧状溝と第２の円弧状溝を外方に開放する第２の開放溝とから構成し、更
に、第１の開放溝を第２の円弧状溝の中心と同心円の円弧状に形成するとともに、第２の
開放溝を外方に向かって拡開する台形状に形成している。したがって、フィルタープレー
トの第１および第２の連結軸からの取り外しおよびフィルタープレートの第１および第２
の連結軸への組み付けをより一層効率よく容易に行うことができる。
【００１９】
　更に、第１の円弧状溝と第１の開放溝との境界部に、第１の連結軸からフィルタープレ
ートが脱落するのを防止する第１の脱落防止部を設けているとともに、第２の円弧状溝と
第２の開放溝との境界部に、第２の連結軸からフィルタープレートが脱落するのを防止す
る第２の脱落防止部が設けている。したがって、通常時はフィルタープレートを第１およ
び第２の連結軸に確実に連結支持させることができる。また、フィルタープレートの交換
時には、フィルタープレートに所定値を超える力を加えるだけで、フィルタープレートを
第１および第２の連結軸に対する取り外しおよび組み付けを容易に行うことができる。
【００２０】
　一方、本発明のフィルタープレートを用いた塵芥除去装置によれば、破損したフィルタ
ープレートを容易に交換することができることから、メインテナンスが簡単になり、長期
的に利便性を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を用いて、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
　図１は、本発明に係るフィルタープレートを用いた塵芥除去装置の実施の形態の一例を
示す正面図、図２は図１の側面図である。
　この例の塵芥除去装置は、基本的には前述の特許文献１および２に記載された従来の塵
芥除去装置と同じ構成を有している。すなわち、図１および図２に示すように、この例の
塵芥除去装置１は枠体２を備えている。この枠体２は、図１に示す正面視で枠体部材２ａ
,２ｂ,２ｃ,２ｄにより矩形状に組み立てられている。その場合、左右の長辺側の２本の
枠体部材２ａ,２ｂの上縁は傾斜して設けられている。
【００２２】
　この枠体２の枠体部材２ａ,２ｂの上部には、駆動軸３が図１において左右方向に沿っ
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て回転可能に架設されている。この駆動軸３の一端部（図１において右端部）には、駆動
スプロケット４が駆動軸３と一体回転可能に設けられている。また、枠体２の上端におい
て左右の側枠部材２ｅに架設された上端枠部材２ｆには、駆動機構である電動モータ５が
設置されているとともに、電動モータ５の回転軸にスプロケット６がこの回転軸と一体回
転可能に設けられている。これらの駆動スプロケット４とスプロケット６との間には、無
端状の駆動チェン７が掛け渡されていて、電動モータ５の回転駆動力が駆動チェン７を介
して駆動スプロケット４に伝達されるようになっている。その場合、電動モータ５の回転
は駆動スプロケット４に減速されて伝達される。
【００２３】
　左右の長辺側の２本の枠体部材２ａ,２ｂには、それぞれ支持レール８,９が設けられて
いる。これらの支持レール８,９間に、フィルタープレート群からなるスクリーン１０が
配設されている。図３に示すように、このスクリーン１０は複数のフィルタープレート１
１を連結して無端状に構成されている。これらのフィルタープレート１１は、すべて硬質
の樹脂あるいは水に対する耐食性の優れた金属から同じ形状に形成されている。
【００２４】
　図４は、この例の塵芥除去装置１に用いられている本発明のフィルタープレートの実施
の形態の一例を示し、（ａ）は１枚のフィルタープレートを示す正面図、（ｂ）は（ａ）
に示すフィルタープレートの連結状態を部分的に示す図である。
　図４（ａ）に示すように、この例のフィルタープレート１１も、基本的には図１１に示
す従来のフィルタープレート１１と同じに形成されている。すなわち、フィルタープレー
ト１１は、略円筒状の第１および第２連結部１１ａ,１１ｂをそれぞれ有している。また
、フィルタープレート１１は、第１連結部１１ａと第２連結部１１ｂとを連結する第１ア
ーム１１ｃを有するとともに、第１連結部１１ａから第２連結部１１ｂと反対側に延設さ
れた第２アーム１１ｄを有している。
【００２５】
　更に、第１連結部１１ａと第１アーム１１ｃとの境界部には、第１連結部１１ａの表面
が第１アーム１１ｃの表面より高い段差からなる第１ガイド面１１ｅが形成されている。
この第１ガイド面１１ｅは、第２連結溝１１ｋの第２円弧状溝１１ｋ１の円弧を形成する
円と同心円の円弧に形成されている。また、同じ境界部には、一対のガイド部１１ｆ,１
１ｇが設けられている。これらのガイド部１１ｆ,１１ｇにも、それらの表面が第１連結
部１１ａの表面の表面より高い段差からなる第２および第３ガイド面１１ｈ,１１ｉが形
成されている。第１および第２連結部１１ａ,１１ｂ、第１ないし第３ガイド面１１ｅ,１
１ｈ,１１ｉは、フィルタープレート１１の反対側面（図４（ａ）において裏面）にも、
フィルタープレート１１の厚みの中心に関して対称に設けられている。
【００２６】
　そして、この例のフィルタープレート１１は、前述の図１１に示す従来のフィルタープ
レート１１における円形の第１および第２連結孔ｃ,ｅと異なり、第１および第２連結部
１１ａ,１１ｂにそれぞれ設けられた第１および第２連結溝１１ｊ,１１ｋを有している。
これらの第１および第２連結溝１１ｊ,１１ｋは、いずれも図４（ａ）に示す面からこの
面の反対側の面（裏面）まで延設されている。
【００２７】
　第１および第２連結溝１１ｊ,１１ｋは、それぞれ第１および第２円弧状溝部１１ｊ1,
１１ｋ1を有している。また、第１連結溝１１ｊは、第１円弧状溝部１１ｊ1と連通する第
３円弧状溝部１１ｊ2（本発明の第１の開放溝に相当）を有している。この第３円弧状溝
部１１ｊ2は、第２円弧状溝部１１ｊ1,１１ｋ1の円弧を形成する円の中心と同心円の円弧
に形成されている。また、第３円弧状溝部１１ｊ2は、後述するフィルタープレート１１
の保持部１１ｄ2および掬い上げ部１１ｄ3と反対方向または略反対方向に設けられている
。これにより、第１円弧状溝部１１ｊ1は、第１および第２円弧状溝部１１ｊ1,１１ｋ1の
円弧を形成する円の中心を結ぶ直線α（フィルタープレート１１の長手方向直線）と直交
または略直交する方向でかつフィルタープレート１１の掬い上げ部１１ｄ3と反対方向ま
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たは略反対方向で第３円弧状溝部１１ｊ2を介して下方に向かって外方に開口している。
【００２８】
　一方、第２連結溝１１ｋは、第２円弧状溝部１１ｋ1と連通する台形状溝部１１ｋ2（本
発明の第２の開放溝に相当）を有している。この台形状溝部１１ｋ2は第１連結溝１１ｊ
と反対方向に拡開するようにして設けられている。これにより、第２円弧状溝部１１ｋ1

は直線αまたは略直線αに沿いかつ第１連結溝１１ｊと反対方向に向かって台形状溝部１
１ｋ2を介して外方に開口している。したがって、第２円弧状溝部１１ｋ1の開放方向は直
線αに対してなす角度が実質的に０°に設定される。
【００２９】
　更に、図４（ｂ）に示すように、第１連結部１１ａにおける第１円弧状溝部１１ｊ1の
中心から第２連結部１１ｂにおける第２円弧状溝部１１ｋ1の中心までの長さＬ1が、第１
円弧状溝部１１ｊ1の中心から保持部１１ｄ2および掬い上げ部１１ｄ3によって掬い上げ
保持される塵芥の荷重中心までの長さＬ2より大きくなるように設定されている（Ｌ1＞Ｌ

2）。その場合、保持部１１ｄ2および掬い上げ部１１ｄ3による塵芥の保持状況によって
塵芥の荷重中心が掬い上げ部１１ｄ3に最も接近した位置となっても、Ｌ1＞Ｌ2となるよ
うにされている。
【００３０】
　更に、フィルタープレート１１は、第１円弧状溝部１１ｊ1と第３円弧状溝部１１ｊ2と
の境界部に脱落防止用の一対の突起１１ｍ,１１ｎ（本発明の第１の脱落防止部に相当）
が設けられているとともに、第２円弧状溝部１１ｋ1と台形状溝部１１ｋ2との境界部に脱
落防止用の一対の突起１１ｏ,１１ｐ（本発明の第２の脱落防止部に相当）が設けられて
いる
【００３１】
　第２アーム１１ｄは略扇状に形成されている。また、第２アーム１１ｄの外周縁１１ｄ

1は、第１連結孔ｃの中心と同心円の円弧に形成されている。また、第２アーム１１ｄに
はＬ字状の大きな切り欠きが形成されており、このＬ字状の長手方向直線状の上縁は、流
体とともに流れてくる塵芥を保持する保持部１１ｄ2とされているとともに、Ｌ字状の長
手方向と直交する方向の円弧状の縦縁は、塵芥を掬い上げて保持部１１ｄ2に保持させる
掬い上げ部１１ｄ3とされている。これらの保持部１１ｄ2および掬い上げ部１１ｄ3によ
り、塵芥掬い上げ保持部が構成されている。
【００３２】
　そして、図４（ｂ）および図５（ａ）に示すように、このように構成されたフィルター
プレート１１は、第１のフィルタープレート１１の一面側に、この第１のフィルタープレ
ート１１に長手方向に隣接する第２のフィルタープレート１１の他面側が位置するように
セットされる。このとき、第１のフィルタープレート１１の第２連結溝１１ｋの第２円弧
状溝部１１ｋ1に、第２のフィルタープレート１１の第１連結溝１１ｊの第１円弧状溝部
１１ｊ1が整合される。
【００３３】
　そして、これらの第１および第２円弧状溝部１１ｊ1,１１ｋ1が互いに整合された状態
では、第１のフィルタープレート１１の第２円弧状溝部１１ｋ1のほとんどが第２のフィ
ルタープレート１１の第２連結部１１ｂによって閉塞されるとともに、第２のフィルター
プレート１１の第１円弧状溝部１１ｊ1のほとんどが第１のフィルタープレート１１の第
２連結部１１ｂによって閉塞される。これにより、第１のフィルタープレート１１の第２
円弧状溝部１１ｋ1と第２のフィルタープレート１１の第１円弧状溝部１１ｊ1とで略円形
の連結孔が形成される。
【００３４】
　更に、第２のフィルタープレート１１の外周縁１１ｄ1が第１のフィルタープレート１
１の一面側の第１ガイド面１１ｅにガイドされるようになる。また、第１のフィルタープ
レート１１の第２連結部１１ｂの外周面の一部が第２のフィルタープレート１１の他面側
の第２および第３ガイド面１１ｈ,１１ｉにガイドされるようになる。
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【００３５】
　更に、第１のフィルタープレート１１の他面側に、この第１のフィルタープレート１１
に長手方向に隣接する第３のフィルタープレート１１の一面側が位置するようにセットさ
れる。このとき、第１のフィルタープレート１１の第２連結溝１１ｋの第２円弧状溝部１
１ｋ1に、第３のフィルタープレート１１の第１連結溝１１ｊの第１円弧状溝部１１ｊ1が
整合される。
【００３６】
　そして、これらの第１および第２円弧状溝部１１ｊ1,１１ｋ1が互いに整合された状態
では、第１のフィルタープレート１１の第２円弧状溝部１１ｋ1のほとんどが第３のフィ
ルタープレート１１の第２連結部１１ｂによって閉塞されるとともに、第３のフィルター
プレート１１の第１円弧状溝部１１ｊ1のほとんどが第１のフィルタープレート１１の第
２連結部１１ｂによって閉塞される。これにより、第１のフィルタープレート１１の第２
円弧状溝部１１ｋ1と第３のフィルタープレート１１の第１円弧状溝部１１ｊ1とで略円柱
状の連結孔が形成される。
【００３７】
　更に、第３のフィルタープレート１１の外周縁１１ｄ1が第１のフィルタープレート１
１の他面側の第１ガイド面１１ｅにガイドされるようになる。また、第１のフィルタープ
レート１１の第２連結部１１ｂの外周面の一部が第３のフィルタープレート１１の一面側
の第２および第３ガイド面１１ｈ,１１ｉにガイドされるようになる。
【００３８】
　更に、第１のフィルタープレート１１の他面側に、この第１のフィルタープレート１１
に隣接する第３のフィルタープレート１１の一面側が位置するようにセットされる。この
とき、第１のフィルタープレート１１の第２連結溝１１ｋの第２円弧状溝部１１ｋ1に、
第３のフィルタープレート１１の第１連結溝１１ｊの第１円弧状溝部１１ｊ1が整合され
る。
【００３９】
　そして、これらの第１および第２円弧状溝部１１ｊ1,１１ｋ1が互いに整合された状態
では、第１のフィルタープレート１１の第２円弧状溝部１１ｋ1のほとんどが第３のフィ
ルタープレート１１の第２連結部１１ｂによって閉塞されるとともに、第３のフィルター
プレート１１の第１円弧状溝部１１ｊ1のほとんどが第１のフィルタープレート１１の第
２連結部１１ｂによって閉塞される。これにより、第１のフィルタープレート１１の第２
円弧状溝部１１ｋ1と第３のフィルタープレート１１の第１円弧状溝部１１ｊ1とで略円柱
状の連結孔が形成される。
【００４０】
　更に、第３のフィルタープレート１１の外周縁１１ｄ1が第１のフィルタープレート１
１の他面側の第１ガイド面１１ｅにガイドされるようになる。また、第１のフィルタープ
レート１１の第２連結部１１ｂの外周面の一部が第３のフィルタープレート１１の一面側
の第２および第３ガイド面１１ｈ,１１ｉにガイドされるようになる。
　更に、図４（ｂ）に示すように、第１ないし第３フィルタープレート１１の各直線αが
１直線状に設定されたとき、第２および第３のフィルタープレート１１が図４（ｂ）の面
に直交する方向に互いにスクリーン１０の幅方向に隣接して整合する。
【００４１】
　更に、第３のフィルタープレート１１の他面側に、この第３のフィルタープレート１１
に長手方向隣接する第４のフィルタープレート１１の一面側が位置するようにセットされ
る。このとき、第４のフィルタープレート１１の第２連結溝１１ｋの第２円弧状溝部１１
ｋ1に、第３のフィルタープレート１１の第１連結溝１１ｊの第１円弧状溝部１１ｊ1が整
合される。
【００４２】
　そして、これらの第１および第２円弧状溝部１１ｊ1,１１ｋ1が互いに整合された状態
では、第４のフィルタープレート１１の第２円弧状溝部１１ｋ1のほとんどが第３のフィ
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ルタープレート１１の第１連結部１１ａによって閉塞されるとともに、第３のフィルター
プレート１１の第１円弧状溝部１１ｊ1のほとんどが第４のフィルタープレート１１の第
２連結部１１ｂによって閉塞される。これにより、第４のフィルタープレート１１の第２
円弧状溝部１１ｋ1と第３のフィルタープレート１１の第１円弧状溝部１１ｊ1とで略円柱
状の連結孔が形成される。
【００４３】
　更に、第３のフィルタープレート１１の外周縁１１ｄ1が第４のフィルタープレート１
１の一面側の第１ガイド面１１ｅにガイドされるようになる。また、第４のフィルタープ
レート１１の第２連結部１１ｂの外周面の一部が第３のフィルタープレート１１の他面側
の第２および第３ガイド面１１ｈ,１１ｉにガイドされるようになる。
　更に、図４（ｂ）に示すように、第１ないし第４フィルタープレート１１の各直線αが
１直線状に設定されたとき、第１および第４のフィルタープレート１１が図４（ｂ）の面
に直交する方向に互いにスクリーン１０の幅方向に隣接して整合する。
【００４４】
　このようにして、複数のフィルタープレート１１は、それらの一部がスクリーン１０の
幅方向（図１において左右方向）に設定幅となるまで千鳥状に重ねられる。そして、スク
リーン１０の幅方向に設定幅に重ねられた状態では、互いに幅方向に隣接する第２円弧状
溝部１１ｋ1と第１円弧状溝部１１ｊ1とで１つの比較的長い略円柱状の連結孔が形成され
るとともに、第１円弧状溝部１１ｊ1と第２円弧状溝部１１ｋ1とで１つの比較的長い略円
柱状の連結孔が形成される。
【００４５】
　そして、このように形成された連結孔に、図４（ｂ）に二点鎖線でおよび図５（ａ）な
いし（ｃ）に実線で示すように円柱状の連結軸１２が相対回転可能に貫通される。すなわ
ち、この連結軸１２により、スクリーン１０の幅方向に隣接する第１のフィルタープレー
ト組１３ａと、スクリーン１０の幅方向に隣接する第２のフィルタープレート組１３ｂと
が長手方向に（つまり略直列に）かつ相対回転可能に連結される。
【００４６】
　その場合、第１のフィルタープレート組１３ａの各フィルタープレート１１がスクリー
ン１０の幅方向に並列に配設されるとともに、第２のフィルタープレート組１３ｂの各フ
ィルタープレート１１はスクリーン１０の幅方向に並列に配設される。また、第１のフィ
ルタープレート組１３ａの互いに隣接するフィルタープレート１１の間には所定の隙間が
形成されているとともに、第２のフィルタープレート組１３ｂの互いに隣接するフィルタ
ープレート１１の間にも所定の隙間が形成されている。したがって、流体がこれらの隙間
を通して流れるようになっている。
【００４７】
　また、連結軸１２により連結された第１のフィルタープレート組１３ａの各フィルター
プレート１１は、いずれも、所定値以下の力が連結軸１２と直交する方向に連結軸１２か
ら引き抜かれるように加えられても突起１１ｏ,１１ｐによって連結軸１２からそれらの
脱落が防止されるが、所定値より大きな力が連結軸１２と直交する方向に引き抜かれるよ
うに加えられたときは、第２連結部１１ｂが弾性変形することで一対の突起１１ｏ,１１
ｐの間を拡開して連結軸１２から引き抜き可能（離脱可能）となっている。
【００４８】
　逆に、第１のフィルタープレート組１３ａの各フィルタープレート１１は、いずれも、
台形状溝部１１ｋ2が連結軸１２に当接された状態で、連結軸１２と直交する方向に所定
値より大きな力が連結軸１２に押し込まれるように加えられたときは、第２連結部１１ｂ
が弾性変形することで、一対の突起１１ｏ,１１ｐの間を拡開して連結軸１２に連結可能
となっている。
【００４９】
　同様に、連結軸１２により連結された第２のフィルタープレート組１３ｂの各フィルタ
ープレート１１も、いずれも、所定値以下の力が連結軸１２と直交する方向に連結軸１２
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から引き抜かれるように加えられても突起１１ｍ,１１ｎによって連結軸１２からそれら
の脱落が防止されるが、所定値より大きな力が連結軸１２と直交する方向に引き抜かれる
ように加えられたときは、第１連結部１１ａが弾性変形することで一対の突起１１ｍ,１
１ｎの間を拡開して連結軸１２から引き抜き可能（離脱可能）となっている。
【００５０】
　逆に、第２のフィルタープレート組１３ａの各フィルタープレート１１は、いずれも、
第３円弧状溝部１１ｊ2が連結軸１２に当接された状態で、連結軸１２と直交する方向に
所定値より大きな力が連結軸１２に押し込まれるように加えられたときは、第２連結部１
１ｂが弾性変形することで、一対の突起１１ｏ,１１ｐの間を拡開して連結軸１２に連結
可能となっている。
【００５１】
　そして、第２のフィルタープレート組１３ｂに第３のフィルタープレート組が連結軸１
２によって同様にして連結され、最後のフィルタープレート組が第１のフィルタープレー
ト組１３ａに連結軸１２によって同様にして連結されることで、所定幅の無端状のスクリ
ーン１０が構成される。
【００５２】
　図５（ａ）ないし（ｃ）に示すように、各連結軸１２の両端部には、ガイドローラ１４
が回転可能に設けられている（なお、図５（ａ）ないし（ｃ）には一端部側のガイドロー
ラ１４のみ示されていないが、多端部側にも同様のガイドローラ１４が一端部側のガイド
ローラ１４と対称的に設けられている）。これらのガイドローラ１４はそれぞれ左右の支
持レール８,９上を転動可能となっている。これにより、フィルタープレート１１によっ
て塵芥が掬い上げられかつ保持されたとき、フィルタープレート１１の係る荷重が連結軸
１２およびガイドローラ１４を介して支持レール８,９に支持されるので、各フィルター
プレート１１は塵芥を掬い上げかつ保持しながら上方へスムーズに搬送するようになって
いる。
【００５３】
　更に、図５（ａ）ないし（ｃ）、図６に示すように、隣接する連結軸１２の両端部は、
ガイドローラ１４より先端側でリンク１５によって相対回転可能に連結されている。そし
て、各リンク１５によって無端状のチェーン１６が構成されている。これらのチェーン１
６は、前述の特許文献１および２に記載された塵芥除去装置と同様に、駆動軸３の両端に
設けられたスクリーン駆動スプロケット１７、上部ガイドローラ１８、下部ガイドローラ
１９、チェーン押しレール２０によってその移動経路が形成されている。したがって、電
動モータ５の回転駆動力によって、駆動スプロケット４が回転されると、この駆動スプロ
ケット４の回転が駆動軸３を介してスクリーン駆動スプロケット１７が回転される。これ
らのスクリーン駆動スプロケット１７の回転によって、チェーン１６が回転されるので、
無端状のスクリーン１０が図３において時計回りに回転するようになっている。
【００５４】
　図２に示すように、枠体２には塵芥収容ホッパー２１が駆動軸３の真下に位置して配設
されている。また、枠体２には塵芥収容ホッパー２１にチェーン１６の移動方向下流側に
隣接してクリーニング装置２２が駆動軸３の真下に位置して配設されている。このクリー
ニング装置２２は、図１において左右方向に延びるようにして左右の枠体部材２ａ,２ｂ
に回転可能に架設された回転軸２２ａと、この回転軸２２ａに取り付けられたゴム板等か
らなる所定数（図示例では２枚）のクリーニング羽根２２ｂとを有している。そして、ク
リーニング羽根２２ｂがスクリーン１０に当接されるとともに時計回りに回転されるよう
になっている。このクリーニング装置２２により、塵芥を塵芥回収ホッパー２１に排出後
のスクリーン１０をクリーニング羽根２２ｂで清掃して塵芥排出後の各フィルタープレー
ト１１および各フィルタープレート１１間の隙間に残留付着している塵芥を除去するよう
になっている。その場合、塵芥回収ホッパー２１はクリーニング装置２２の下方にも延設
されており、クリーニング装置２２によって除去された塵芥も塵芥回収ホッパー２１に回
収されるようになる。なお、クリーニング装置２２は回転ブラシで構成することもできる
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。
【００５５】
　図２および図３に示すように、枠体２には２機の洗浄ノズル装置２３,２４が設置され
ている。これらの洗浄ノズル装置２３,２４はまったく同じに形成されている。一方の洗
浄ノズル装置２３について説明すると、図７に示すように、洗浄ノズル装置２３はスクリ
ーン１０の幅方向に延設された送流体管２５を備えている。この送流体管２５はスクリー
ン１０に対向するように設けられた所定数（図示例では、４個）のスプレーノズル２６を
有している。また、送流体管２５の一端側は２股に分岐されており、その分岐端の各端２
５ａ,２５ｂはともに開放端とされている。一方の開放端２５ａには、洗浄用の処理水が
図示しない処理水供給源から供給されるようになっている。また、他方の開放端２５ｂに
は、洗浄用のエアが図示しないエア供給源から供給されるようになっている。その場合、
処理水が一方の開放端２５ａに供給される場合には、図７に示すように他方の開放端２５
ｂは栓２７で閉塞され、また、エアが他方の開放端２５ｂに供給される場合には、図示し
ないが一方の開放端２５ａは別の栓で閉塞されるようになっている。一方、送流体管２５
の他端側は閉塞端とされている。
【００５６】
　そして、洗浄ノズル装置２３の各スプレーノズル２６は、クリーニング装置２２による
スクリーン１０の清掃位置よりスクリーン１０の移動方向の若干下流位置に配置されて、
この位置でのスクリーン１０に処理水またはエアを所定圧で吹き付けることで、クリーニ
ング装置２２による清掃後の各フィルタープレート１１および各フィルタープレート１１
間の隙間に残留付着している塵芥を更に除去するようになっている。
【００５７】
　また、他方の洗浄ノズル装置２４も同じ送流体管２５およびスプレーノズル２６を有し
ており、一方の洗浄ノズル装置２３よりスクリーン１０の移動方向の下流位置で同様にし
て処理水またはエアを吹き付けることで、各フィルタープレート１１および各フィルター
プレート１１間の隙間に残留付着している塵芥を更に除去するようになっている。その場
合、各洗浄ノズル装置２３,２４において、各スプレーノズル２６から噴出させる流体は
、各フィルタープレート１１および各フィルタープレート１１間の隙間における塵芥の残
留付着状況に応じて適宜選択される。
　なお、本発明の塵芥除去装置１では、必ずしも２機の洗浄ノズル装置２３,２４を設け
る必要はなく、洗浄ノズル装置２３,２４のいずれか一方を設けるだけでもよいし、場合
によっては洗浄ノズル装置を省略することもできる。
【００５８】
　このように構成されたこの例の塵芥除去装置１においては、基本的に前述の特許文献１
および２に記載された塵芥除去装置と同様に作動する。すなわち、図１および図２に示す
ように、無端状のスクリーン１０の下部が、流れる流体２８中に埋没される。その場合、
枠体２の支持レール８,９が上方に位置するようにされるとともに、図２および図３に示
すようにこれらの支持レール８,９に対応する側のスクリーン１０の各フィルタープレー
トは、それらの保持部１１ｄ2および掬い上げ部１１ｄ3が上方に向くようにされる。
【００５９】
　そして、塵芥除去装置１はこの状態で電動モータ５が駆動されると、前述のように無端
状のスクリーン１０が図２において時計回りに回転する。すなわち、図３に矢印αで示す
ように支持レール８,９に対応する側のスクリーン１０が流体２８中の下方位置から上方
へ移動する。したがって、図６に示すように流体２８の流れによって一緒に流れてくる塵
芥２９は支持レール８,９に対応する側のスクリーン１０のフィルタープレート１１にお
ける保持部１１ｄ2および掬い上げ部１１ｄ3によって流体２８から上方へ掬い上げられか
つ保持されながら搬送される。このとき、塵芥は、隣接するフィルタープレート１１の第
１アーム１１ｃによっても保持される。
【００６０】
　塵芥２９を搬送してきたフィルタープレート１１はスクリーン駆動スプロケット１７を
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通過することで、上方に向いていた保持部１１ｄ2および掬い上げ部１１ｄ3が下向きに変
更される。すると、スクリーン駆動スプロケット１７を通過したフィルタープレート１１
によって搬送されてきた塵芥２９は、下方に落下する。下方に落下した塵芥２９は、塵芥
収容ホッパー２１を通して図示しない収容コンテナに収容される。
【００６１】
　そして、塵芥２９を排出した各フィルタープレート１１はクリーニング装置２２によっ
て残留する塵芥が除去される。除去された塵芥は、同様にして塵芥収容ホッパー２１を通
して収容コンテナに収容される。更に、クリーニング装置２２を通過した各フィルタープ
レート１１は、洗浄ノズル装置２３のスプレーノズル２６から噴出されるエアまたは処理
水が所定圧力で吹き付けられる。これにより、各フィルタープレート１１および各フィル
タープレート１１間の隙間に付着する塵芥がエアまたは処理水によって吹き飛ばされる。
吹き飛ばされた塵芥は、塵芥収容ホッパー２１を通して図示しない収容コンテナに収容さ
れる。更に、洗浄ノズル装置２３を通過した各フィルタープレート１１は、洗浄ノズル装
置２４のスプレーノズル２６から噴出されるエアまたは処理水が所定圧力で吹き付けられ
る。これにより、各フィルタープレート１１および各フィルタープレート１１間がより一
層更に洗浄される。
　こうして、この例の塵芥除去装置１により、流体の流れとともに流れてくる塵芥が流体
から除去される。
【００６２】
　ところで、塵芥除去装置１が使用されるうちに、前述のように掬い上げた塵芥の重量や
流体とともに流れた来た浮遊物や異物が衝突することで、スクリーン１０の一部のフィル
タープレート１１が部分的に破損する。このため、破損したフィルタープレート１１を交
換する必要がある。そこで、この例の塵芥除去装置１では、図８に矢印βで示すように、
所定値を超える力で、破損したフィルタープレート１１を第２円弧溝１１ｋ1に貫通して
いる回転軸１２を中心に上方へ回転させる。すると、このフィルタープレート１１の一対
の突起１１ｍ,１１ｎが弾性的に拡開されて、図８に二点鎖線で示すようにこのフィルタ
ープレート１１の第１連結部１１ａが連結軸１２から抜け出る。
【００６３】
　そして、扇形状の第２アーム１１ｄの下端がその近傍にある回転軸１２に干渉しない位
置となるまで、破損してフィルタープレート１１をβ方向に回転させた後、第２連結部１
１ｂの台形状溝部１１ｋ2の方向つまり矢印γ方向に沿って所定値以上の力でフィルター
プレート１１を連結軸１２から引き抜くように引っ張る。すると、このフィルタープレー
ト１１の一対の突起１１ｏ,１１ｐが弾性的に拡開されて、図８に二点鎖線で示すように
このフィルタープレート１１の第２連結部１１ｂが連結軸１２から抜け出る。こうして、
破損したフィルタープレート１１が連結軸１２から取り外される。
【００６４】
　そして、新しいフィルタープレート１１の第２連結部１１ｂの台形状溝部１１ｋ2を連
結軸１２に当接させて、前述のように所定値を超える力で連結軸１２の方（つまり、矢印
γと逆方向）へ押圧すると、連結軸１２が一対の突起１１ｏ,１１ｐを弾性的に押し開い
て第２円弧状溝部１１ｋ1内に嵌合される。このとき、連結軸１２が当接する台形状溝部
１１ｋ2の傾斜面によって、一対の突起１１ｏ,１１ｐは比較的容易に拡開する。
【００６５】
　次に、新しいフィルタープレート１１を所定値を超える力で、第２連結部１１ｂの第２
円弧状溝部１１ｋ1に嵌合された連結軸１２を中心として矢印βと反対の図８において反
時計回りに回転させる。すると、第１連結部１１ａにおける第３円弧状溝部１１ｊ2が回
転軸１２に当接するとともに、この連結軸１２が一対のの突起１１ｍ,１１ｎを弾性的に
押し開いて第１円弧状溝部１１ｊ1内に嵌合される。こうして、新しいフィルタープレー
ト１１が対応する２つの連結軸１２にそれぞれ回転可能に組み付けられる。したがって、
従来の塵芥除去装置のように、２つの連結軸１２を対応するスクリーン１０のフィルター
プレート１１から一々取り外すことなく、フィルタープレート１１が簡単に交換されるよ
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うになる。
【００６６】
　この例のフィルタープレート１１によれば、第１および第２連結部１１ａ,１１ｂに第
３円弧状溝部１１ｊ2および台形状溝部１１ｋ2を設けて、第１および第２円弧状溝部１１
ｊ1,１１ｋ1を外方に開放させているので、フィルタープレート１１が破損した場合に、
２つの連結軸１２を対応するスクリーン１０のフィルタープレート１１から一々取り外す
ことなく、フィルタープレート１１を簡単に交換することができるようになる。特に、従
来のように２つの連結軸１２に連結された他のフィルタープレート１１に影響を与えるこ
とがないので、破損したフィルタープレート１１をより一層簡単に交換することができる
。
【００６７】
　また、第２連結部１１ｂの台形状溝部１１ｋ2を、直線αとなす角度が実質的に０°な
るように設定しているので、フィルタープレート１１の連結軸１２からの取り外しおよび
フィルタープレート１１の連結軸１２への組み付けを簡単にできるようにしながら、しか
も、連結軸１２に連結されるフィルタープレート１１の第２連結部１１ｂの強度を所定の
大きさに確保することができる。
【００６８】
　また、フィルタープレート１１の第１連結部１１ａにおける第１円弧状溝部１１ｊ1を
第３円弧状溝部１１ｊ2を介して下方に向けてつまり保持部１１ｄ2および掬い上げ部１１
ｄ3と反対側に開口させているので、フィルタープレート１１の保持部１１ｄ2および掬い
上げ部１１ｄ3に塵芥２９が掬い上げかつ保持されたとき、第１円弧状溝部１１ｊ1の上部
の第１連結部１１ａで連結軸１２から反力が支持されるようになる。したがって、第１連
結部１１ａの強度を効率よく利用して、第１円弧状溝部１１ｊ1が第３円弧状溝部１１ｊ3

で外方に開放されても、連結軸１２からの反力を第１連結部１１ａでより確実に支持する
ことができるようになる。その場合、第１連結部１１ａで支持される力が、第２連結部１
１ｂの第２円弧状溝部１１ｋ1を中心とするモーメントにより比較的大きいので、この力
を一層効率よく支持することができる。
【００６９】
　一方、第２連結部１１ｂでも連結軸１２からの力を支持するようになる。その場合、第
１連結部１１ａにおける第１円弧状溝部１１ｊ1の中心から第２連結部１１ｂにおける第
２円弧状溝部１１ｋ1の中心までの長さＬ1が、第１円弧状溝部１１ｊ1の中心から保持部
１１ｄ2および掬い上げ部１１ｄ3によって掬い上げ保持される塵芥の荷重中心までの長さ
Ｌ2より大きくなるように設定されている（Ｌ1＞Ｌ2）ので、第２連結部１１ｂで支持さ
れる力は第１連結部１１ａの第１円弧状溝部１１ｊ1を中心とするモーメントにより比較
的小さい。したがって、台形状溝部１１ｋ2を直線αとなす角度が実質的に０°であって
、第２連結部１１ｂの力支持部が比較的短くても、連結軸１２からの力をより確実に支持
することができる。
【００７０】
　更に、第１連結部１１ａに脱落防止用の一対の突起１１ｍ,１１ｎを設けているととも
に、第２連結部１１ｂに脱落防止用の一対の突起１１ｍ,１１ｎを設けているので、通常
時は各フィルタープレート１１を連結軸１２に確実に連結支持させることができる。また
、フィルタープレート１１の交換時には、前述のようにフィルタープレート１１に所定値
を超える力を加えることで、フィルタープレート１１を連結軸１２に対する取り外しおよ
び組み付けを容易に行うことができる。
【００７１】
　一方、この例のフィルタープレート１１を用いた塵芥除去装置１によれば、破損したフ
ィルタープレート１１を容易に交換することができることから、メインテナンスが簡単に
なり、長期的に利便性を向上することができる。
【００７２】
　図９（ａ）ないし（ｃ）は、それぞれ、本発明のフィルタープレート１１の変形例を示
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す図、図１０（ａ）ないし（ｃ）は、それぞれ、図９（ａ）ないし（ｃ）に示す例のフィ
ルタープレート１１の連結軸１２からの取り外しおよびフィルタープレート１１の連結軸
１２への組み込みを説明する図である。
【００７３】
　前述の例では、フィルタープレート１１の第２連結部１１ｂにおける台形状溝部１１ｋ

2を、直線αとなす角度が実質的に０°なるように設定しているが、図９（ａ）ないし（
ｃ）にそれぞれ示すように、本発明のフィルタープレート１１では、その第２連結部１１
ｂにおける台形状溝部１１ｋ2は、直線α対して０°以外の所定の角度となるように設定
されている。すなわち、図９（ａ）に示す例では、第２連結部１１ｂにおける台形状溝部
１１ｋ2が、直線α対して０°以外の所定の角度である４５°となるように上方に向けて
設けられている。この例のフィルタープレート１１の他の構成は前述の例と同じである。
【００７４】
　このように構成されたこの例のフィルタープレート１１は、図１０（ａ）に示すように
連結軸１２に対して取り外しおよび組み付けを行う場合には、前述の例よりも大きくβ方
向に回転させることになる。また、連結軸１２からの力を支持する第２連結部１１ｂの支
持部を前述の例より大きくできるので、第２連結部１１ｂのこの支持部の強度をより大き
くすることができる。この例のフィルタープレート１１の他の作用効果は前述の例と同じ
である。
【００７５】
　また、図９（ｂ）に示す例では、第２連結部１１ｂにおける台形状溝部１１ｋ2が、直
線α対して６０°となるように上方に向けて設けられている。この例のフィルタープレー
ト１１の他の構成は前述の例と同じである。
【００７６】
　このように構成されたこの例のフィルタープレート１１は、図１０（ｂ）に示すように
連結軸１２に対して取り外しおよび組み付けを行う場合には、前述の図９（ａ）に示す例
よりも大きくβ方向に回転させることになる。また、連結軸１２からの力を支持する第２
連結部１１ｂの支持部を前述の図９（ａ）に示す例より大きくできるので、第２連結部１
１ｂのこの支持部の強度をより一層大きくすることができる。この例のフィルタープレー
ト１１の他の作用効果は前述の例と同じである。
【００７７】
　更に、図９（ｃ）に示す例では、第２連結部１１ｂにおける台形状溝部１１ｋ2が、直
線α対して９０°となるように上方に向けて設けられている。この例のフィルタープレー
ト１１の他の構成は前述の例と同じである。
【００７８】
　このように構成されたこの例のフィルタープレート１１は、図１０（ｃ）に示すように
連結軸１２に対して取り外しおよび組み付けを行う場合には、前述の図９（ｂ）に示す例
よりも更に大きくβ方向に回転させることになる。また、連結軸１２からの力を支持する
第２連結部１１ｂの支持部を前述の図９（ｂ）に示す例より大きくできるので、第２連結
部１１ｂのこの支持部の強度をより一層大きくすることができる。この例のフィルタープ
レート１１の他の作用効果は前述の例と同じである。
　なお、本発明のフィルタープレートおよび塵芥除去装置は、前述の各例に限定されるこ
となく、特許請求の範囲に記載された事項の範囲内で種々設計変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明に係るフィルタープレートおよびこれを用いた塵芥除去装置は、流体上に存在す
る浮遊物や流体中に存在する異物等の塵芥を捕獲して流体中から除去するとともに搬送す
るフィルタープレートおよびこれを用いた塵芥除去装置に好適に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】図１は、本発明に係るフィルタープレートを用いた塵芥除去装置の実施の形態の
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一例を示す正面図である。
【図２】図１の側面図である。
【図３】無端状に形成された本発明のスクリーンを示す側面図である。
【図４】（ａ）は本発明の実施の形態の一例のフィルターを示し、（ａ）は１枚のフィル
ターを示す図、（ｂ）は複数枚のフィルターの連結を説明する図である。
【図５】（ａ）はスクリーンを部分的に示す正面図、（ｂ）は（ａ）の側面図、（ｃ）は
（ａ）の下面図である。
【図６】本発明のスクリーンによる塵芥の掬い上げ、保持、搬送、および排出を説明する
部分側面図である。
【図７】本発明の塵芥除去装置に用いられる洗浄ノズル装置を模式的に示す図である。
【図８】本発明のスクリーンにおけるフィルタープレートの交換を説明する図である。
【図９】（ａ）ないし（ｃ）は、それぞれ本発明のフィルタープレートの変形例を示す図
である。
【図１０】（ａ）ないし（ｃ）は、それぞれ、図９（ａ）ないし（ｃ）に示す変形例のフ
ィルタープレートの交換を説明する図である。
【図１１】従来のフィルターを示す図である。
【符号の説明】
【００８１】
１…塵芥除去装置、２…枠体、３…駆動軸、４…駆動スプロケット、５…電動モータ、８
,９…支持レール、１０…スクリーン、１１…フィルタープレート、１１ａ…第１連結部
、１１ｂ…第２連結部、１１ｃ…第１アーム、１１ｄ…第２アーム、１１ｄ2…保持部、
１１ｄ3…掬い上げ部、１１ｊ…第１連結溝、１１ｊ1…第１円弧状溝部、１１ｊ2…第３
円弧状溝部、１１ｋ…第２連結溝、１１ｋ1…第２円弧状溝部、１１ｋ2…台形状溝部、１
１ｍ,１１ｎ,１１ｏ,１１ｐ…突起、１２…連結軸、１３ａ…第１のフィルタープレート
組、１３ｂ…第２のフィルタープレート組、１４…ガイドローラ、１５…リンク、１６…
チェーン、１７…スクリーン駆動スプロケット、１８…上部ガイドローラ、１９…下部ガ
イドローラ、２０…チェーン押しレール、２１…塵芥収容ホッパー、２２…クリーニング
装置、２３,２４…洗浄ノズル装置、２５…送流体管、２６…スプレーノズル、２８…流
体、２９…塵芥
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【図９】 【図１０】
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